
 

 
 

令和８年７月６日 
国土交通省関東地方整備局 

相武国道事務所 
 

工事発注手続きについて 
〜「Ｒ８相武国道事務所管内橋梁補修工事」の発注手続きを行います〜 

 

相武国道事務所が発注する「Ｒ８相武国道事務所管内橋梁補修工事」において、 
不調・不落対策等を試行、採用します。 

 

 工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや
めや不調が予想される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。 
 今回発注する「Ｒ８相武国道事務所管内橋梁補修工事」については、以下のとおり不調・不落
対策等を試行、採用します。 
 
【不調・不落対策等】 

１． 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 
２． 余裕期間制度（フレックス方式） 
３． 競争参加資格の緩和 
４． 難工事指定 
５． 施工箇所が点在する工事の積算 

    ※詳細は次頁をご覧下さい。 
 
 

 
 
 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、神奈川県政記者クラブ 
 八王子記者クラブ、立川市政記者クラブ、青梅・西多摩記者クラブ、相模原記者クラブ 
＜問い合わせ先＞ 
関東地方整備局 相武国道事務所 
電話：０４２−６４３−２００１（代表） メールアドレス：ktr-sobu16-home_page@mlit.go.jp 
副所長（技）   斉藤 （さいとう） （内線：２０５） 
建設専門官    島田 （しまだ）  （内線：４０３） 
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《工事概要》 

（１）工 事 名：Ｒ８相武国道事務所管内橋梁補修工事  
（２）工事場所：神奈川県相模原市中央区中央１丁目地先 外３箇所 
（３）工  期：全体工期 契約日の翌日から令和９年３月３１日まで（フレックス方式） 
（４）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 
（５）工事種別：橋梁補修工事  
（６）工事内容：相模原市中央１丁目歩道橋    舗装工    １２２ｍ２ 

                    現場塗装工  ４４０ｍ２ 
                     橋梁付属物工   １式 

                    橋梁補修工    １式 
                    構造物撤去工   １式 
                    仮設工      １式 
    相模原市由野台 2 丁目歩道橋   舗装工     ６３ｍ２ 
                    現場塗装工  ２２０ｍ２ 
                    橋梁付属物工   １式 
                    橋梁補修工    １式 
                    構造物撤去工   １式 
                    仮設工      １式 
    台橋橋側歩道橋（下り）     舗装工     １３ｍ２ 
                    現場塗装工   ２８ｍ２ 

                     橋梁床版工    １式 
                     橋梁付属物工   １式 

                    構造物撤去工   １式 
                    仮設工      １式 

梅ノ木橋側道橋（梅ノ木歩道橋） 舗装工     ２２ｍ２ 
                    現場塗装工   ５４ｍ２ 
                    橋梁床版工    １式 

                     橋梁付属物工   １式 
                    構造物撤去工   １式 
                    仮設工      １式 
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相模原市中央 1 丁目歩道橋 相模原市由野台 2 丁目歩道橋 

出典：国土地理院地図を加工して使用 

相模原市中央 1 丁目歩道橋 

相模原市由野台 2 丁目歩道橋 

梅ノ木橋側道橋（梅ノ木歩道橋） 台橋橋側歩道橋（下り） 

梅ノ木橋側道橋

（梅ノ木歩道橋） 

台橋橋側歩道橋 

位置図 

出典：国土地理院地図を加工して使用 

位置図 



《不調不落対策等》 
１. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型 

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。 
  特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式と 

なっています。 
１）競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。 

（参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません） 
２）総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種 

工事の施工実績、本発注工事の工事種別における新規契約の有無及び賃上げの実施、 
ワーク・ライフ・バランス関連認定企業の評価を加算点としています。 

３）過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。 
 

２. 余裕期間制度（フレックス方式） 
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準

備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、令和９年３月３１日までの間で、受注者は
工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置は不要となります。 
 

３. 競争参加資格の緩和 
 １）企業に求める施工実績の緩和 
    企業に求める施工実績を「横断歩道橋の補修工事」に限定せず、「下記実績（ア）（イ）（ウ）

のいずれかを満たす同種工事の施工実績を有すること。」として緩和します。 
 

（ア）道路橋または歩道橋の補修工事 
（イ）道路橋または歩道橋の補強工事 
（ウ）道路橋または歩道橋の新設工事 

 
４. 難工事指定 

本工事は、交通量の多い国道１６号及び国道２０号での作業となり、夜間の交通規制を行いな
がら桁下の補修等を施工することから、厳しい安全管理が必要であるため、「難工事」の指定を
実施します。「難工事」指定された工事は完成時に７０点以上の工事成績評定を通知された場
合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）」の総合評価の評価項目において加
点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、
審査基準日の月以前の４年間が評価対象となります。  
 

５. 施工箇所が点在する工事の積算 
施工箇所が点在する工事の積算について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や交通規制等 

がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、 
共通仮設費、現場管理費を箇所毎に算出する「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。 

本工事の地区は相模原市中央区、八王子市片倉町および南浅川町とし、詳細は下図のとおり 
   です。 
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《スケジュール》 
  ○入札公示、入札説明書交付      ：令和８年 ６月２９日（月） 
  ○技術資料等の提出期限        ：令和８年 ７月 ９日（木） 
  ○入札書・工事費内訳書 提出期限   ：令和８年 ８月２７日（木） 

〇開札日               ：令和８年 ９月 １日（火） 
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【梅ノ木橋側道橋（梅ノ木歩道橋）】

位置図 

【台橋橋側歩道橋】 

【相模原市中央１丁目歩道橋】 

【相模原市由野台２丁目歩道橋】 

出典：国土地理院地図を加工して使用 
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